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☆速度を落として車間

距離に注意 !

★急ブレーキ急ハン ド

ルは厳禁 !

★わだちの窪みに注意

★視界の確保
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□ お客様の必要な存在になろう

□ お客様のために最善をつくそう

□ 働きがいを感じられる企業を目指そう
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『 好奇・向上心・探求心を持ち続けよう』

令和 2年 ス ロ ー ガ ン
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悪疫退散祈願を目的として、花火を打。ち
・
。

とした花火や復興を願う花火もこれまで多<打ち上げ

ともいわれており、鎮蓼乞首
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られてきました。

の度、1全国花火業者達が立ち上げた花火プロジェク

6月 13に 20時過ぎ一斉にあがりました。三蜜を避
為、公表はしておりませんが、きっとたくさんの方

にしたことでしょう !!あ りがとうございます。
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梅雨時走‖方注意
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新型コロナウイルスが県内では収東に向か あり、6月 1日

政府は、あおり運転を定めた

改正道路交通法の成立に伴

からは県をまたいでの移動も出来るようになりました。

しかし、まだまだ予断を許さない状況ではありますc都心や大阪
府内ではクラスターが発生しているようです。

皆さん、もう少し要注意ですよ 1暑さにかまけて、社内もそして

外部もマスクを外す人が増えているように思います。社内や自宅

|こ戻った時等は緩めてもいいと思いますが、第 2破,3破が来な
い様にがんばりましょう。

早くワクチンが出来る事を願っています。

それ |こ しても、景気はいつ戻ってくるのでしょうか 。・・ ?

当社も確実に影響を受けている事は、皆さんも理解している事でしょうが、景気が戻るまで会社として何が出来る

いつつ

い、摘発されたドライバーが免許を再取得できない期間

を最低 2年間とする施行令を閣議決定した。あおり運転
の摘発とともに 6月 30日から施行されます。 あおり運
転は 1回の違反で免許が取り消されます。施行令は違
反点数を25点とし、免許を再取得できない欠格期間を 2

年とした。これは、呼気 1リットル中 0・ 25ミリグラム以上

のアルコールが検出された酒気帯び運転と同じで、違反

歴が積み重なつている場合の期間は最大 5年となる。

のか、よくよく考えて皆様に迷惑をかけないよう尽力致します。 口朱ワ予痺 テ鶉
・   `難議
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